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川 越 市 農 業 委 員 会 



 

第 ４ ９ １ 回 川 越 市 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録 
 

１ 開催年月日   令和６年１０月２８日 

２ 開 催 場 所   川越市環境プラザ（研修室） 

３ 開 会 時 刻   午前   ９時３０分 

４ 閉 会 時 刻   午前  １１時００分 

５ 招集者氏名   農業委員会会長   渋谷 武 

６ 議長の氏名   農業委員会会長   渋谷 武 

７ 委員出席者数   １６名 

内             訳 

議席 氏   名 出欠 備 考 議席 氏   名 出欠 備 考 

１ 大野 美智明 出  １０ 髙橋 正利 出  

２ 髙橋 庄一郎 出  １１ 皆川 善平 出  

３ 小和瀨 康男 欠  １２ 小嶋 光一 出  

４ 筋野 哲夫 出  １３ 武藤 康則 出  

５ 川口 知子 出  １４ 新井 計男 出  

６ 永島 千惠子 出  １５ 大野 豊作 出  

７  口 直喜 出  １６ 渋谷 武 出  

８ 鈴木  夫 出  １７ 永堀 知已 出  

９ 時田 重雄 出      

８ 議事参与者  

職 氏   名 職 氏   名 

農地利用最適化推進委員 皆川 雅昭 農地利用最適化推進委員 黒田 経夫 

農地利用最適化推進委員 小倉 晶男 農地利用最適化推進委員 利根川 孝一 

農地利用最適化推進委員 中  勝芳 農地利用最適化推進委員 荻野 勝美 
 



 

職 氏   名 職 氏   名 

農地利用最適化推進委員 須賀 宏 農地利用最適化推進委員 渡邉 昭男 

農地利用最適化推進委員 杉浦 朗 農地利用最適化推進委員 發知 孝雄 

農地利用最適化推進委員 島村 茂勝 農地利用最適化推進委員 米田 正則 

農地利用最適化推進委員 程島 延幸   

農地利用最適化推進委員 村山 芳則   

９ 事 務 局 

職 氏     名 職 氏     名 

事務局長 柿沼 映生   

副事務局長 小野寺 雅樹   

主  幹 松本 貴紀   

副 主 幹 宮本 晃宏   

主  査 岩﨑 達矢   

１０ 開 会 

   会長 渋谷 武 は議長席に着き、出席委員が定足数に達していることを確認し

た後、令和６年１０月２８日 第４９１回川越市農業委員会総会の開会を宣言する。 

１１ 議事録署名委員選任の件 

   議長 渋谷 武 は、本件に対し、議長の指名により推薦したい旨を諮ったとこ

ろ、全員の賛同を得たため、次の者を指名選任する。 

委員   小嶋 光一 

委員   武藤 康則 

委員   新井 計男 
 



 

 

１ ２  議 決 事 項 及 び 議 事 の 要 領  

報 告 第 １ 号  

   総 会 の 所 管 に 関 す る 報 告 書 に つ い て  

議 長 は 、 別 添 報 告 に つ い て 、 事 務 局 に 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 所 管 に 関 す る 報 告 書 ９ 月 分 に つ い て 報 告 す る 。

農 地 法 第 ４ 条 第 １ 項 第 ７ 号 の 規 定 に よ る 農 地 転 用 届 出 書 に つ

い て は 、合 計 ５ 件 、９ 筆 、１ ，３ １ ６ ．２ ７ ㎡ で あ る 。農 地 法

第 ５ 条 第 １ 項 第 ６ 号 の 規 定 に よ る 農 地 転 用 届 出 書 に つ い て は 、

合 計 １ ２ 件 、１ ４ 筆 、２ ，１ ０ ９ ．０ ６ ㎡ で あ る 。農 地 改 良 届

に つ い て は 、合 計 ８ 件 、１ ４ 筆 、６ ，３ ７ １ ．２ ３ ㎡ で あ る 。

農 地 法 施 行 規 則 第 ２ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る 農 業 用 施

設 届 出 書 に つ い て は 、 合 計 ２ 件 、 ３ 筆 、 ４ ７ ㎡ で あ る 。 相 続

税 の 納 税 猶 予 に 関 す る 適 格 者 証 明 書 に つ い て は 、 合 計 １ 件 、

８ 筆 、 １ ０ ， ３ ８ ４ ㎡ で あ る 。 相 続 税 の 納 税 猶 予 に 関 す る ３

年 毎 の 農 業 継 続 証 明 書 に つ い て は 、合 計 ８ 件 、４ ４ 筆 、４ ０ ，

１ １ １ .０ ７ ㎡ で あ る 。農 地 法 第 ３ 条 の ３ の 規 定 に よ る 届 出 書

に つ い て は 、合 計 ８ 件 、４ ５ 筆 、２ ８ ，９ ５ ６ ㎡ で あ る 。詳 細

に つ い て は 報 告 書 の と お り で あ る 。」 と の 説 明 を 行 な っ た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 意 見 が な か っ た た め 、 議 事 を 進 め た 。  

 

議 案 第 １ 号  

農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集

積 計 画 の 決 定 に つ い て  



 

 

議 長 は 、「本 議 案 の 整 理 番 号 ６ 番 に つ い て は 関 係 委 員 が い る 。

議 事 参 与 の 制 限 を 準 用 し て 、 関 係 委 員 に は 退 席 し て も ら い 、

議 事 を 進 め て よ い か お 諮 り す る 。」 と の 発 言 が あ っ た 。  

異 議 が な か っ た た め 、 関 係 委 員 は 退 席 し た 。  

議 長 は 、 整 理 番 号 ６ 番 に つ い て 事 務 局 に 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 整 理 番 号 ６ 番 は 、 ３ 筆 、 ２ ， ９ ７ ３ ㎡ で 所 有 権

移 転 の 申 出 で あ る 。 譲 受 人 は 、 現 在 ５ ８ 歳 で 、 農 業 従 事 日 数

は 、 年 間 ２ ０ ０ 日 以 上 、 家 族 と と も に 約 １ ７ ０ ア ー ル の 農 地

を 耕 作 し て い る 農 家 で あ る 。 近 隣 に 所 有 す る 農 地 と 併 せ て 耕

作 し 、 集 積 を 図 る と と も に 、 経 営 の 拡 大 を 図 る た め の 申 出 で

あ る 。 通 作 距 離 は 約 ６ ０ ０ ｍ で あ る 。  

以 上 の こ と か ら 、 整 理 番 号 ６ 番 に つ い て は 、 改 正 前 の 農 業

経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １ ８ 条 第 ３ 項 の 各 要 件 を み た し て い る

と 考 え ら れ る 。 な お 、 農 用 地 利 用 集 積 計 画 に 関 す る 経 過 措 置

は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら ２ 年 間 と 規 定 さ れ て い る 。 」 と の

説 明 を 行 な っ た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 ６ 番 に つ い て 、 調 査 報 告 す る 。 １ ０ 月   

１ ９ 日 に 、隣 接 す る 地 区 の 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 と 一 緒 に 、

調 査 を 行 っ た 。 今 回 の 農 地 取 得 の 目 的 は 、 経 営 拡 張 の た め と

の こ と で あ る 。 譲 受 人 は 、 現 在 ５ ８ 歳 で 、 農 業 従 事 日 数 は 、

年 間 ２ ０ ０ 日 以 上 、 家 族 と と も に 約 １ ７ ０ ア ー ル の 農 地 を 耕

作 し て い る 農 家 で あ る 。 主 な 作 付 け は 、 水 稲 や 野 菜 で 、 申 請

地 に お い て は 水 稲 を 計 画 し て い る 。 ま た 、 ト ラ ク タ ー 、 コ ン



 

 

バ イ ン 、 乾 燥 機 、 籾 摺 機 な ど 、 申 請 地 を 維 持 管 理 す る た め に

必 要 な 農 業 機 械 を 所 有 し て い る 。 以 上 の こ と か ら 、 地 元 農 業

委 員 と し て は 、 本 申 請 は 、 問 題 な い と 考 え る 。 慎 重 な 審 議 を

お 願 い す る 。」 と の 発 言 が あ っ た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 ６ 番 に つ い て 、 意 見 報 告 す る 。 １ ０ 月

１ ９ 日 に 、 農 業 委 員 と 一 緒 に 、 譲 受 人 か ら 農 地 取 得 の 目 的 な

ど の 話 を 伺 っ た 。 内 容 と し て は 、 先 ほ ど の 農 業 委 員 の 調 査 報

告 の と お り で あ る 。地 元 の 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 と し て は 、

本 申 請 は 、問 題 な い と 考 え る 。慎 重 な 審 議 を お 願 い す る 。」と

の 発 言 が あ っ た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 が な か っ た た め 、 整 理 番 号 ６ 番 に つ い

て 、 改 正 前 の 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １ ８ 条 第 ３ 項 の 各 要

件 を み た し て い る た め 、 農 用 地 利 用 集 積 計 画 を 決 定 す る こ と

で 採 決 に 入 る 旨 を 告 げ 、 賛 成 の 者 の 挙 手 を 求 め た 。  

議 長 は 、 全 員 の 賛 成 を 得 ら れ た た め 、 整 理 番 号 ６ 番 に つ い

て 原 案 ど お り 許 可 す る こ と に 決 定 す る 。  

関 係 委 員 の 審 議 が 終 了 し た た め 、 議 長 は 退 席 し た 委 員 の 入

室 を 許 可 し た 。  

議 長 は 、 引 き 続 き 整 理 番 号 ６ 番 以 外 に つ い て 、 事 務 局 に 概

要 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 今 月 の 第 １ 号 議 案 は 、 先 ほ ど ご 審 議 い た だ い た

整 理 番 号 ６ 番 を 除 く 、申 出 件 数 ５ 件 、筆 数 １ １ 筆 、面 積 １ ４ ，



 

 

３ ９ ８ ㎡ に つ い て 申 請 が あ っ た 。 使 用 貸 借 権 設 定 が ４ 件 、 所

有 権 移 転 が １ 件 で あ る 。 貸 し 借 り は 、 整 理 番 号 ３ 番 と ４ 番 は

令 和 ７ 年 １ 月 １ 日 か ら 、 そ れ 以 外 は 令 和 ６ 年 １ １ 月 １ ５ 日 か

ら 設 定 さ れ る も の で あ る 。  

整 理 番 号 １ 番 は 、 １ 筆 、 ４ ２ ９ ㎡ で 、 約 ５ 年 の 使 用 貸 借 権

設 定 の 申 出 で あ る 。借 受 人 は 現 在 ３ ５ 歳 で 、農 業 従 事 日 数 は 、

年 間 ２ ２ ０ 日 、 家 族 と と も に 約 ８ ５ ア ー ル の 農 地 を 耕 作 し て

い る 農 家 で あ る 。 近 隣 の 所 有 農 地 と 併 せ て 耕 作 し 、 集 積 を 図

る と と も に 、 経 営 の 拡 大 を 図 る た め の 申 出 で あ る 。 通 作 距 離

は 、 約 ６ ５ ０ ｍ で あ る 。  

整 理 番 号 ２ 番 は 、 ５ 筆 、 ５ ， １ ４ ７ ㎡ で 、 約 １ ０ 年 の 使 用

貸 借 権 設 定 の 申 出 で あ る 。 借 受 人 は 現 在 ６ ９ 歳 で 、 農 業 従 事

日 数 は 、 年 間 ３ ０ ０ 日 、 家 族 と 共 に 約 ２ ２ １ ア ー ル の 農 地 を

耕 作 し て い る 農 家 で あ る 。 近 隣 の 所 有 農 地 と 併 せ て 耕 作 し 、

集 積 を 図 る と と も に 、 経 営 の 拡 大 を 図 る た め の 申 出 で あ る 。

通 作 距 離 は 、 約 ３ ０ ０ ｍ で あ る 。  

整 理 番 号 ３ 番 と ４ 番 は 、 同 一 人 か ら の 申 出 の た め 、 ま と め

て 説 明 す る 。整 理 番 号 ３ 番 は 、１ 筆 、１ ，４ ０ ５ ㎡ の 内 １ ，１

５ ５ ㎡ 、４ 番 は 、１ 筆 、４ ，９ ４ ２ ㎡ で 、約 ９ 年 の 使 用 貸 借 権

設 定 の 申 出 で あ る 。 こ の 申 出 は 、 農 地 中 間 管 理 事 業 の 一 環 と

し て 、 地 権 者 か ら 受 け 手 で あ る 埼 玉 県 農 林 公 社 へ と 貸 借 が 行

わ れ る も の で あ る 。 借 受 人 の 埼 玉 県 農 林 公 社 は 、 昭 和 ３ ９ 年

に 社 団 法 人 農 業 機 械 化 公 社 と し て 設 立 し 、 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２

８ 日 に 農 地 中 間 管 理 機 構 と し て 埼 玉 県 知 事 よ り 指 定 を 受 け て



 

 

い る 。 農 地 中 間 管 理 機 構 の 事 業 内 容 に つ い て は 、 分 散 化 し て

い る 農 地 や 耕 作 放 棄 地 を 借 受 け 管 理 し 、 活 力 あ る 担 い 手 へ 貸

付 を 行 う こ と で 、 農 地 の 集 約 化 、 農 業 生 産 力 の 向 上 、 農 家 同

士 の 競 争 力 の 向 上 を 目 指 す 事 業 と な っ て い る 。 今 回 の 申 出 に

よ り 農 用 地 利 用 集 積 計 画 が 決 定 し 、 農 地 を 借 入 れ た の ち 、 事

前 に 農 林 公 社 が 選 定 し た 担 い 手 の 情 報 を も と に 市 が 農 用 地 利

用 集 積 等 促 進 計 画 を 作 成 し 、 農 林 公 社 を 通 し て 計 画 を 県 に 提

出 し 認 可 を 受 け 、 担 い 手 に 対 す る 農 地 の 貸 付 が 行 わ れ る 予 定

で あ る 。  

整 理 番 号 ５ 番 は 、 ３ 筆 、 ２ ， ７ ２ ５ ㎡ で 所 有 権 移 転 の 申 出

で あ る 。 譲 受 人 は 、 現 在 ２ ８ 歳 で 、 農 業 従 事 日 数 は 、 年 間 １

５ ０ 日 以 上 、 家 族 と 共 に 約 ４ ５ ６ ア ー ル の 農 地 を 耕 作 し て い

る 農 家 で あ る 。 近 隣 に 所 有 す る 農 地 と 併 せ て 耕 作 し 、 集 積 を

図 る と と も に 、 経 営 を 拡 大 す る た め の 申 出 で あ る 。 通 作 距 離

は 約 １ ． ５ ｋ ｍ で あ る 。  

以 上 の こ と か ら 、 先 ほ ど ご 審 議 い た だ い た 整 理 番 号 ６ 番 を

除 く 、 整 理 番 号 １ 番 か ら ５ 番 に つ い て は 、 改 正 前 の 農 業 経 営

基 盤 強 化 促 進 法 第 １ ８ 条 第 ３ 項 の 各 要 件 を み た し て い る と 考

え ら れ る 。  

な お 、 農 用 地 利 用 集 積 計 画 に 関 す る 経 過 措 置 は 、 令 和 ５ 年

４ 月 １ 日 か ら ２ 年 間 と 規 定 さ れ て い る 。 」 と の 説 明 を 行 な っ

た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 意 見 が な か っ た た め 、 整 理 番 号 ６ 番 を 除 く 、 整 理



 

 

番 号 １ 番 か ら ５ 番 に つ い て は 、 改 正 前 の 農 業 経 営 基 盤 強 化 促

進 法 第 １ ８ 条 第 ３ 項 の 各 要 件 を み た し て い る た め 、 農 用 地 利

用 集 積 計 画 を 決 定 す る こ と で 採 決 に 入 る 旨 を 告 げ 、 賛 成 の 者

の 挙 手 を 求 め た 。  

議 長 は 、 全 員 の 賛 成 が 得 ら れ た た め 、 議 案 第 １ 号 に つ い て

原 案 ど お り 決 定 す る 。  

 

議 案 第 ２ 号  

    農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 １ ９

条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計

画 （ 案 ） に 対 す る 意 見 に つ い て  

議 長 は 、 別 添 議 案 を 上 程 し 、 事 務 局 に 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 今 月 の 第 ２ 号 議 案 は 、 件 数 ２ 件 、 筆 数 １ ０ 筆 、

面 積 １ ２ ， ７ ２ ９ ㎡ に つ い て の 申 請 が あ っ た 。  

先 ほ ど 第 １ 号 議 案 、 整 理 番 号 ３ 番 か ら ４ 番 で 埼 玉 県 農 林 公

社 が 借 受 人 と し て 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 の 申 出 が あ っ た 農

地 と 、 令 和 ３ 年 ５ 月 １ ５ 日 か ら 既 に 利 用 権 設 定 さ れ て い る 農

地 で あ る 。 第 ２ 号 議 案 は 、 そ の 農 地 に つ い て 、 埼 玉 県 農 林 公

社 が 貸 付 人 と な っ た 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 （ 案 ） に つ い

て の 市 長 か ら の 意 見 照 会 で あ る 。 ま た 、 同 一 月 に 地 権 者 か ら

埼 玉 県 農 林 公 社 へ の 貸 借 と 、 埼 玉 県 農 林 公 社 か ら 担 い 手 へ の

農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 を 同 時 に 審 議 す る こ と は 、 円 滑 に

事 業 を 行 う た め の 手 法 と し て 可 能 で あ る こ と を 埼 玉 県 の 農 林

振 興 セ ン タ ー に 確 認 し て い る 。  



 

 

担 い 手 に つ い て 、 公 益 社 団 法 人 埼 玉 県 農 林 公 社 農 地 中 間 管

理 事 業 実 施 規 定 に 基 づ き 、 埼 玉 県 農 林 公 社 が 選 定 し て い る こ

と か ら 、整 理 番 号 １ 番 と ２ 番 に つ い て は 、市 長 へ「 意 見 な し 」

と す る こ と で よ ろ し い か 、 お 伺 い す る 。」 と の 説 明 を し た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら「 対 象 地 の 水 利 は ど う な っ て い る の か 。」と の 発 言

が あ っ た 。  

事 務 局 は「 水 利 は 、自 然 水 路 、井 戸 、パ イ プ ラ イ ン 等 、現 地

に よ り 様 々 で あ る 。 」 と 説 明 し た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 が な か っ た た め 、 農 地 中 間 管 理 事 業 の

推 進 に 関 す る 法 律 第 １ ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 農 用 地 利 用 集

積 等 促 進 計 画 （ 案 ） に つ い て は 、 市 長 へ 「 意 見 な し 」 と す る

こ と で 採 決 に 入 る 旨 を 告 げ 、 賛 成 の 者 の 挙 手 を 求 め た 。  

議 長 は 、 全 員 の 賛 成 が 得 ら れ た た め 、 議 案 第 ２ 号 に つ い て

原 案 ど お り 決 定 す る 。  

 

議 案 第 ３ 号  

農 地 法 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 に つ

い て  

議 長 は 、 別 添 議 案 を 上 程 し 、 事 務 局 に 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 今 月 の 第 ３ 号 議 案 は 、 件 数 １ １ 件 、 筆 数 ２ ９

筆 、 面 積 １ ７ ， ４ ３ ６ ㎡ に つ い て の 申 請 が あ っ た 。  

整 理 番 号 １ 番 に つ い て は 、 経 営 拡 張 の た め 所 有 権 移 転 で 、



 

 

２ 筆 、 ２ ， ０ ０ ０ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 、 現 在 ７ ９ 歳

で 、 農 業 従 事 日 数 は 年 間 １ ８ ０ 日 以 上 、 約 ５ ６ ア ー ル の 農 地

を 耕 作 す る 農 家 で あ る 。 申 請 地 を 譲 り 受 け 、 経 営 の 拡 張 を は

か り た い と の 理 由 に よ り 申 請 さ れ た も の で あ る 。 通 作 距 離 は

約 ８ ０ ０ ｍ で あ る 。  

整 理 番 号 ２ 番 に つ い て は 、経 営 拡 張 の た め の 所 有 権 移 転 で 、

１ 筆 、 １ ２ ６ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 、 現 在 ８ ５ 歳 で 、 農

業 従 事 日 数 は 年 間 １ ５ ０ 日 以 上 、 約 ６ ４ ア ー ル の 農 地 を 耕 作

す る 農 家 で あ る 。 申 請 地 は 、 南 古 谷 駅 北 口 の 周 辺 地 区 整 備 事

業 に 伴 う 道 路 用 地 と し て 市 に 買 収 さ れ る 土 地 の 残 地 で あ り 、

耕 作 に 不 便 な た め 、 隣 地 の 所 有 者 で あ る 譲 受 人 が 取 得 し よ う

と す る も の で あ る 。 通 作 距 離 は 約 ６ ０ ０ ｍ で あ る 。  

整 理 番 号 ３ 番 に つ い て は 、経 営 拡 張 の た め の 所 有 権 移 転 で 、

１ 筆 、 ２ ０ １ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 、 現 在 ６ ６ 歳 で 、 農

業 従 事 日 数 は 年 間 １ ５ ０ 日 以 上 、 約 １ ５ ８ ア ー ル の 農 地 を 耕

作 す る 農 家 で あ る 。 申 請 地 を 譲 り 受 け 、 経 営 の 拡 張 を は か り

た い と の 理 由 に よ り 申 請 さ れ た も の で あ る 。 通 作 距 離 は 約 ３

０ ０ ｍ で あ る 。  

整 理 番 号 ４ 番 に つ い て は 、経 営 拡 張 の た め の 所 有 権 移 転 で 、

１ 筆 、 ９ ９ ８ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 、 現 在 ７ ５ 歳 で 、 農

業 従 事 日 数 は 年 間 ２ ５ ０ 日 以 上 、 約 ３ １ ４ ア ー ル の 農 地 を 耕

作 す る 農 家 で あ る 。 申 請 地 を 譲 り 受 け 、 経 営 の 拡 張 を は か り

た い と の 理 由 に よ り 申 請 さ れ た も の で あ る 。通 作 距 離 は 約 １ ．

５ ｋ ｍ で あ る 。  



 

 

整 理 番 号 ５ 番 と ６ 番 は 、 同 一 人 か ら の 申 請 の た め 、 ま と め

て 説 明 す る 。 新 規 就 農 の た め 所 有 権 移 転 で 、 全 部 で １ ４ 筆 、

６ ， ０ ０ ５ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 、 現 在 ７ ２ 歳 で 、 農 業

従 事 日 数 は 年 間 １ ５ ０ 日 以 上 で あ る 。 譲 受 人 は 元 々 土 木 工 事

業 に 携 わ っ て お り 、 約 ２ ０ 年 前 か ら 申 請 地 の 草 刈 り 作 業 を 受

託 し て い た 。 長 期 に 渡 り 作 付 け さ れ て い な い 状 況 が 継 続 さ れ

て い た の で 、 近 隣 農 家 か ら 稲 作 農 業 の 技 術 を 教 わ り 、 ３ 年 前

か ら 水 稲 を 作 付 け 、 生 産 し て い る 。 譲 受 人 本 人 の 他 、 ７ ０ 歳

の 妻 と ３ ５ 歳 の 長 男 の ３ 人 で 農 業 に 従 事 し て お り 、 ト ラ ク タ

ー 、 耕 耘 機 、 草 刈 り 機 等 を 所 有 し 、 田 植 え 機 、 コ ン バ イ ン に

つ い て は 近 隣 農 家 か ら 借 り 受 け て 使 用 し て い る 。 通 作 距 離 は

約 ２ ０ ｍ で あ る 。  

整 理 番 号 ７ 番 に つ い て は 、経 営 拡 張 の た め の 所 有 権 移 転 で 、

４ 筆 、 ２ ， ９ ９ ３ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 、 平 成 ２ ５ 年 に

合 同 会 社 を 設 立 し 、 農 業 及 び 農 業 に 関 連 す る 事 業 を 主 た る 事

業 と す る 法 人 で 、 代 表 社 員 は 、 常 時 従 事 者 と し て 農 業 に 年 間

１ ９ ０ 日 以 上 従 事 し て お り 、 全 て の 議 決 権 を 有 し て い る 。 約

２ ０ ７ ア ー ル の 農 地 を 耕 作 し て い る 法 人 で あ る 。 申 請 地 を 譲

り 受 け 、 経 営 の 拡 張 を は か り た い と の 理 由 に よ り 申 請 さ れ た

も の で あ る 。 通 作 距 離 は 約 １ ｋ ｍ で あ る 。  

整 理 番 号 ８ 番 に つ い て は 、 同 一 農 家 世 帯 内 で の 贈 与 に よ る

所 有 権 移 転 で 、 １ 筆 、 ２ ３ １ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 、 現

在 ６ １ 歳 で 、 農 業 従 事 日 数 は 年 間 １ ５ ０ 日 以 上 、 家 族 と と も

に 約 １ ３ ５ ア ー ル の 農 地 を 耕 作 す る 農 家 で あ る 。 定 年 退 職 を



 

 

機 に 、 一 層 農 業 に 励 み た い と の 理 由 か ら 、 申 請 地 を 兄 か ら 譲

り 受 け た い と 申 請 さ れ た も の で あ る 。 通 作 距 離 は １ ０ ｍ で あ

る 。  

整 理 番 号 ９ 番 に つ い て は 、経 営 拡 張 の た め の 所 有 権 移 転 で 、

３ 筆 、２ ，４ ９ ５ ㎡ の 申 請 で あ る 。譲 受 人 は 、現 在 ７ １ 歳 で 、

農 業 従 事 日 数 は 年 間 ２ ５ ０ 日 以 上 、 約 １ ７ ６ ア ー ル の 農 地 を

耕 作 す る 農 家 で あ る 。 申 請 地 を 譲 り 受 け 、 経 営 の 拡 張 を は か

り た い と の 理 由 に よ り 申 請 さ れ た も の で あ る 。 通 作 距 離 は 約

１ ｋ ｍ で あ る 。  

整 理 番 号 １ ０ 番 に つ い て は 、 経 営 拡 張 の た め の 所 有 権 移 転

で 、１ 筆 、９ ９ ８ ㎡ の 申 請 で あ る 。譲 受 人 は 、現 在 ６ ８ 歳 で 、

農 業 従 事 日 数 は 世 帯 合 計 で 年 間 １ ６ ０ 日 以 上 、 約 １ ３ ４ ア ー

ル の 農 地 を 耕 作 す る 農 家 で あ る 。 申 請 地 を 譲 り 受 け 、 経 営 の

拡 張 を は か り た い と の 理 由 に よ り 申 請 さ れ た も の で あ る 。 通

作 距 離 は 約 ５ ０ ０ ｍ で あ る 。  

整 理 番 号 １ １ 番 に つ い て は 、 経 営 拡 張 の た め の 所 有 権 移 転

で 、１ 筆 、１ ，３ ８ ９ ㎡ の 申 請 で あ る 。譲 受 人 は 、現 在 ２ ３ 歳

で 、 農 業 従 事 日 数 は 年 間 ３ ０ ０ 日 以 上 、 約 ３ ０ ８ ア ー ル の 農

地 を 耕 作 す る 農 家 で あ る 。 申 請 地 を 譲 り 受 け 、 経 営 の 拡 張 を

は か り た い と の 理 由 に よ り 申 請 さ れ た も の で あ る 。 通 作 距 離

は 約 ５ ０ ０ ｍ で あ る 。  

以 上 の こ と よ り 、 整 理 番 号 １ 番 か ら １ １ 番 に つ い て 許 可 で き

な い 場 合 が 規 定 さ れ た 、 農 地 法 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し な

い た め 、 許 可 す る こ と で よ ろ し い か 、 お 伺 い す る 。」 と の 説



 

 

明 を 行 な っ た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 １ 番 に つ い て 、 調 査 報 告 す る 。 １ ０ 月  

１ ８ 日 に 、 農 業 委 員 と 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 と 一 緒 に 、 譲

受 人 か ら 今 回 の 農 地 取 得 の 目 的 な ど の 話 を 伺 っ た 。 今 回 の 農

地 取 得 の 目 的 は 、経 営 拡 張 の た め と の こ と で あ る 。譲 受 人 は 、

現 在 ７ ９ 歳 で 、 農 業 従 事 日 数 は 、 年 間 １ ８ ０ 日 以 上 、 家 族 と

と も に 約 ５ ６ ア ー ル の 農 地 を 耕 作 し て い る 農 家 で あ る 。 主 な

作 付 け は 水 稲 で 、 申 請 地 に お い て も 水 稲 を 計 画 し て い る 。 ま

た 、 ト ラ ク タ ー 、 田 植 機 、 コ ン バ イ ン な ど 、 申 請 地 を 維 持 管

理 す る た め に 必 要 な 農 業 機 械 を 所 有 し て い る 。 以 上 の こ と か

ら 、 地 元 農 業 委 員 と し て は 、 本 申 請 は 、 問 題 な い と 考 え る 。

皆 さ ん の 慎 重 な 審 議 を お 願 い す る 。」 と の 発 言 が あ っ た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 １ 番 に つ い て 、 意 見 報 告 す る 。 １ ０ 月

１ ８ 日 に 、 農 業 委 員 と 一 緒 に 、 譲 受 人 か ら 農 地 取 得 の 目 的 な

ど の 話 を 伺 っ た 。 内 容 と し て は 、 先 ほ ど の 農 業 委 員 の 調 査 報

告 の と お り で あ る 。地 元 の 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 と し て は 、

本 申 請 は 、問 題 な い と 考 え る 。慎 重 な 審 議 を お 願 い す る 。」と

の 発 言 が あ っ た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 ５ 番 と ６ 番 に つ い て 、 調 査 報 告 す る 。

９ 月 １ ９ 日 に 、 地 区 の 農 業 委 員 と 最 適 化 推 進 委 員 全 員 で 、 譲

受 人 か ら 、 就 農 の 経 緯 な ど の 話 を 伺 っ た 後 、 農 業 用 機 械 や 収



 

 

穫 し た 米 、 申 請 地 を 確 認 し た 。 譲 受 人 は 、 元 々 は 土 木 工 事 業

に 携 わ っ て お ら れ 、 約 ２ ０ 年 前 か ら 申 請 地 の 草 刈 り 作 業 を 受

託 し て い た そ う で あ る 。 長 期 に 渡 っ て 耕 作 さ れ て い な か っ た

の で 、 近 隣 の 農 家 の 方 か ら 技 術 を 教 わ り 、 ３ 年 程 前 か ら 水 稲

を 作 付 け し て い る と の こ と で あ る 。 ま た 、 奥 様 は 新 潟 の 農 家

の ご 出 身 と の こ と で あ り 、 息 子 さ ん も 一 緒 に 家 族 で 耕 作 し て

お ら れ る 。 農 機 具 に つ い て は 、 ト ラ ク タ ー 、 耕 耘 機 、 草 刈 り

機 等 を 所 有 し 、 田 植 え 機 、 コ ン バ イ ン に つ い て は 農 家 の 方 か

ら 借 り 受 け て 使 用 し て い る 。 今 年 は 米 ２ ５ 俵 を 収 穫 し 、 米 専

用 冷 蔵 庫 に 保 管 し て い る 。 収 穫 し た 米 は 主 に 自 家 用 、 親 族 へ

の 配 布 で 消 費 し 、 余 っ た も の は 知 り 合 い に 低 価 格 で 譲 っ て い

る と の こ と で あ る 。 ま た 、 土 木 工 事 業 の 技 術 を 生 か す こ と が

で き る た め 、 地 域 の 水 路 の 清 掃 活 動 で は 頼 り に な る 存 在 で あ

る 。  

次 に 、 整 理 番 号 ７ 番 に つ い て 報 告 す る 。 １ ０ 月 １ ５ 日 に 、

農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 と 一 緒 に 、 譲 受 人 か ら 今 回 の 農 地 取

得 の 目 的 な ど の 話 を 伺 っ た 。 譲 受 人 は 、 平 成 ２ ５ 年 に 合 同 会

社 を 設 立 さ れ 、 農 業 と 米 の 加 工 に 関 連 す る 業 務 を 主 た る 業 務

と し て い る 。 現 在 の 経 営 面 積 は 、 約 ２ ０ ７ ア ー ル で 、 今 回 の

農 地 取 得 の 目 的 は 、 経 営 拡 張 の た め と の こ と で あ る 。 主 な 作

付 け は 水 稲 で 、 申 請 地 に お い て も 水 稲 を 計 画 し て い る 。 代 表

社 員 は 、 年 間 １ ９ ０ 日 以 上 、 農 作 業 に 従 事 し 、 代 表 社 員 と し

て も 全 て の 議 決 権 を 有 し て い る 。 大 型 の ト ラ ク タ ー や コ ン バ

イ ン な ど の 農 機 具 も 所 有 し て お り 、 申 請 地 の 耕 作 や 維 持 管 理



 

 

に は 支 障 な い も の と 考 え ら れ る 。  

最 後 に 、整 理 番 号 ９ 番 に つ い て 報 告 す る 。１ ０ 月 １ ５ 日 に 、

農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 と 一 緒 に 、 譲 受 人 か ら 今 回 の 農 地 取

得 の 目 的 な ど の 話 を 伺 っ た 。 今 回 の 農 地 取 得 の 目 的 は 、 経 営

拡 張 の た め と の こ と で あ る 。 譲 受 人 は 、 さ い た ま 市 西 区 の 農

家 で 、 さ い た ま 市 の 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 で も あ る 。 年 齢

は 現 在 ７ １ 歳 で 、 農 業 従 事 日 数 は 、 年 間 ２ ５ ０ 日 以 上 、 家 族

と と も に 約 １ ７ ６ ア ー ル の 農 地 を 耕 作 し て い る 農 家 で あ る 。

主 な 作 付 け は 水 稲 と 路 地 野 菜 で 、 申 請 地 に お い て は 、 所 有 権

を 取 得 後 に 農 地 改 良 の 上 、 枝 豆 な ど の 露 地 野 菜 を 計 画 し て い

る 。 ま た ト ラ ク タ ー 、 コ ン バ イ ン な ど の 、 申 請 地 を 維 持 管 理

す る た め に 必 要 な 農 業 機 械 を 所 有 し て い る  

以 上 の こ と か ら 、 地 元 農 業 委 員 と し て は 、 い ず れ の 申 請 も

問 題 な い と 考 え る 。慎 重 な 審 議 を お 願 い す る 。」と の 発 言 が あ

っ た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 ５ 番 、 ６ 番 、 ９ 番 に つ い て 、 意 見 を 申

し 上 げ る 。 ９ 月 １ ９ 日 に 、 農 業 委 員 と 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委

員 で 譲 受 人 か ら 話 を 伺 っ た 。 内 容 と し て は 、 先 ほ ど の 農 業 委

員 の 調 査 報 告 の と お り で あ る 。 ま た 、 整 理 番 号 ９ 番 に つ い て

は 、 １ ０ 月 １ ５ 日 に 、 農 業 委 員 と 一 緒 に 、 譲 受 人 か ら 農 地 取

得 の 目 的 な ど の 話 を 伺 っ た 。 内 容 と し て は 、 先 ほ ど の 農 業 委

員 の 調 査 報 告 の と お り で あ る 。 地 元 の 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委

員 と し て は 、 い ず れ の 申 請 も 問 題 な い と 考 え る 。 慎 重 な 審 議



 

 

を お 願 い す る 。」 と の 発 言 が あ っ た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 ７ 番 に つ い て 、 意 見 を 申 し 上 げ る 。 １

０ 月 １ ５ 日 に 、 農 業 委 員 と 一 緒 に 、 譲 受 人 か ら 話 を 伺 っ た 。

内 容 と し て は 、先 ほ ど の 農 業 委 員 の 調 査 報 告 の と お り で あ る 。

ま た 、 地 元 の 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 と し て は 、 本 申 請 は 問

題 な い と 考 え る 。慎 重 な 審 議 を お 願 い す る 。」と の 発 言 が あ っ

た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 １ １ 番 に つ い て 、 調 査 報 告 す る 。 １ ０ 月

２ ２ 日 に 、 農 業 委 員 と 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 と 一 緒 に 、 譲

受 人 か ら 今 回 の 農 地 取 得 の 目 的 な ど の 話 を 伺 っ た 。 今 回 の 農

地 取 得 の 目 的 は 、経 営 拡 張 の た め と の こ と で あ る 。譲 受 人 は 、

現 在 ２ ３ 歳 で 、 農 業 従 事 日 数 は 、 年 間 ３ ０ ０ 日 以 上 、 家 族 と

と も に 約 ３ ０ ８ ア ー ル の 農 地 を 耕 作 し て い る 農 家 で あ る 。 主

な 作 付 け は 路 地 野 菜 で 、 申 請 地 に お い て も 路 地 野 菜 を 計 画 し

て い る 。 ま た 、 ト ラ ク タ ー な ど の 、 申 請 地 を 維 持 管 理 す る た

め に 必 要 な 農 業 機 械 を 所 有 し て い る 。 以 上 の こ と か ら 、 地 元

農 業 委 員 と し て は 、 本 申 請 は 、 問 題 な い と 考 え る 。 慎 重 な 審

議 を お 願 い す る 。」 と の 発 言 が あ っ た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 １ １ 番 に つ い て 、 意 見 を 申 し 上 げ る 。

１ ０ 月 ２ ２ 日 に 、 農 業 委 員 と 一 緒 に 、 譲 受 人 か ら 農 地 取 得

の 目 的 な ど の 話 を 伺 っ た 。 内 容 と し て は 、 先 ほ ど の 農 業 委



 

 

員 の 調 査 報 告 の と お り で あ る 。 地 元 の 農 地 利 用 最 適 化 推 進

委 員 と し て は 、 本 申 請 は 、 問 題 な い と 考 え る 。 慎 重 な 審 議

を お 願 い す る 。」 と の 発 言 が あ っ た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 新 規 就 農 は 、 明 日 の 農 業 担 い 手 育 成 塾 を 卒 塾 が

一 般 的 だ と 思 う が 、整 理 番 号 ５ 、６ 番 は ど う な っ て い る の か 。」

と の 発 言 が あ っ た 。  

事 務 局 は 「 農 地 を 取 得 す る た め に は 農 地 法 第 ３ 条 の 許 可 が

必 要 で あ る 。 許 可 要 件 の １ つ に 全 部 効 率 利 用 要 件 が あ り 、 明

日 の 農 業 担 い 手 育 成 塾 を 卒 塾 す れ ば 、 要 件 適 合 と 考 え る 。 一

方 、 本 件 は 近 隣 農 家 か ら 農 業 技 術 を 教 わ り 、 申 請 地 で 実 績 を

作 っ た こ と か ら 、 要 件 適 合 と 考 え る 。 」 と 説 明 し た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 が な か っ た た め 、 整 理 番 号 １ 番 か ら １

１ 番 に つ い て は 、 許 可 で き な い 場 合 が 規 定 さ れ た 農 地 法 第

３ 条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し な い た め 、 許 可 す る こ と で 採 決 に

入 る 旨 を 告 げ 、 賛 成 の 者 の 挙 手 を 求 め た 。  

議 長 は 、 全 員 の 賛 成 を 得 ら れ た た め 、 議 案 第 ３ 号 に つ い て

原 案 ど お り 許 可 す る こ と に 決 定 す る 。  

 

議 案 第 ４ 号  

農 地 法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 書 に

対 す る 意 見 に つ い て  

議 長 は 、 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 第 ３ １ 条 で 規 定 さ れ て



 

 

い る 議 事 参 与 の 制 限 が あ る た め 、 整 理 番 号 ４ 番 に つ い て は 関

係 委 員 が い る た め 、 関 係 委 員 に 退 席 を 求 め た 。  

異 議 が な か っ た た め 、 関 係 委 員 は 退 席 し た 。  

議 長 は 、 整 理 番 号 ４ 番 に つ い て 事 務 局 に 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 整 理 番 号 ４ 番 に つ い て は 、 住 宅 新 築 の た め の 使

用 貸 借 権 設 定 で 、 ２ 筆 、 ３ ３ ９ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 借

家 に て 暮 ら し て い る 。 現 在 の 住 ま い が 手 狭 に な っ て き た こ と

か ら 、 住 宅 の 建 築 を 計 画 し た 。 そ こ で 、 実 家 に 近 い 申 請 地 が

適 地 と 考 え 、 使 用 貸 借 に て 借 り 受 け 、 住 宅 建 築 を 行 う と の 申

請 で あ る 。 農 地 区 分 に つ い て は 、 第 ２ 種 農 地 で あ る と 考 え ら

れ る 。 排 水 に つ い て は 、 道 路 管 理 者 の 同 意 を 得 て 、 合 併 浄 化

槽 を 経 て 道 路 側 溝 へ 放 流 す る 計 画 で あ る 。 雨 水 に つ い て は 、

敷 地 内 に 浸 透 枡 を 設 置 す る 計 画 で あ る 。 以 上 の こ と か ら 、 整

理 番 号 ４ 番 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 立 地 基 準 と 一 般 基 準 と し て

許 可 で き な い 場 合 が 規 定 さ れ た 農 地 法 第 ５ 条 第 ２ 項 各 号 に 該

当 し な い た め 、 総 合 意 見 と し て 県 へ 許 可 相 当 で あ る と の 意 見

を 付 す こ と で よ ろ し い か 、お 伺 い す る 。」と の 説 明 を 行 な っ た 。 

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 意 見 が な か っ た た め 、 整 理 番 号 ４ 番 に つ い て 農 地

転 用 に 関 す る 許 可 基 準 か ら み た 意 見 に つ い て は 、 農 地 法 第 ５

条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し な い た め 、 総 合 意 見 と し て 許 可 相 当 と

す る こ と で 、 採 決 に 入 る 旨 を 告 げ 賛 成 の 者 の 挙 手 を 求 め た 。  

議 長 は 、 全 員 の 賛 成 が 得 ら れ た た め 、 議 案 第 ４ 号 、 整 理 番

号 ４ 番 に つ い て 総 合 意 見 と し て 許 可 相 当 と 意 見 を 付 す こ と に



 

 

決 定 す る 。  

関 係 委 員 の 審 議 が 終 了 し た た め 、 議 長 は 退 席 し た 委 員 の 入

室 を 許 可 し た 。  

議 長 は 、 引 き 続 き 整 理 番 号 ４ 番 以 外 に つ い て 、 事 務 局 に 説

明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 今 月 の 第 ４ 号 議 案 は 、 先 ほ ど ご 審 議 い た だ い た

整 理 番 号 ４ 番 を 除 く 、 件 数 １ ４ 件 、 筆 数 ２ ０ 筆 、 面 積 ４ ， ４

９ ７ ． ８ １ ㎡ に つ い て の 申 請 が あ っ た 。  

整 理 番 号 １ 番 に つ い て は 、住 宅 新 築 の た め の 所 有 権 移 転 で 、

１ 筆 、 ３ ３ ４ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 借 家 に て 暮 ら し て い

る 。 現 在 の 住 ま い が 手 狭 に な っ て き た こ と か ら 、 住 宅 の 建 築

を 計 画 し た 。 そ こ で 、 実 家 に 近 い 申 請 地 が 適 地 と 考 え 、 売 買

に て 取 得 し 、 住 宅 建 築 を 行 う と の 申 請 で あ る 。 農 地 区 分 に つ

い て は 、 第 １ 種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る が 、 集 落 に 接 続 し た

住 宅 建 築 で あ る た め 不 許 可 の 例 外 に 該 当 す る と 考 え ら れ る 。

排 水 に つ い て は 、 道 路 管 理 者 の 同 意 を 得 て 、 合 併 浄 化 槽 を 経

て 道 路 側 溝 へ 放 流 す る 計 画 で あ る 。 雨 水 に つ い て は 、 敷 地 内

に 浸 透 枡 を 設 置 す る 計 画 で あ る 。  

整 理 番 号 ２ 番 に つ い て は 、住 宅 新 築 の た め の 所 有 権 移 転 で 、

１ 筆 、 ３ ９ ０ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 、 南 古 谷 駅 北 口 の 周

辺 地 区 整 備 事 業 に 協 力 す る こ と に よ っ て 現 住 宅 を 市 に 引 き 渡

す こ と に な っ た こ と か ら 、 新 た な 住 宅 の 建 築 を 計 画 し た 。 そ

こ で 、 現 住 所 に 近 い 申 請 地 が 適 地 と 考 え 、 売 買 に て 取 得 し 、

住 宅 建 築 を 行 う と の 申 請 で あ る 。 農 地 区 分 に つ い て は 、 第 ２



 

 

種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る 。 排 水 に つ い て は 、 下 水 管 理 者 の

同 意 を 得 て 、 公 共 下 水 道 へ 放 流 す る 計 画 で あ る 。 雨 水 に つ い

て は 、 敷 地 内 に 浸 透 ト レ ン チ を 設 置 す る 計 画 で あ る 。  

整 理 番 号 ３ 番 に つ い て は 、 資 材 置 場 に 使 用 の た め の 所 有 権

移 転 で 、 ２ 筆 、 ２ １ ０ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 平 成 ２ ２ 年

６ 月 に 株 式 会 社 を 設 立 さ れ 、 塗 装 業 を 主 な 業 務 と し て い る 。

昨 今 、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ （ 持 続 可 能 な 開 発 目 標 ） を 掲 げ る 企 業 が 多 く

な り 、 再 生 可 能 な 海 上 コ ン テ ナ の 塗 装 依 頼 が 増 え た こ と に 伴

い 、 既 存 置 場 が 満 杯 に な っ た た め 、 新 た に 資 材 置 場 が 必 要 と

な っ た と こ ろ 、 申 請 地 が 見 つ か っ た た め 、 売 買 に て 取 得 し 、

資 材 置 場 と し て 使 用 し た い と の 申 請 で あ る 。 農 地 区 分 に つ い

て は 、 第 ２ 種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る 。 雨 水 に つ い て は 、 敷

地 内 に て 自 然 浸 透 さ せ る 計 画 で あ る 。  

整 理 番 号 ５ 番 に つ い て は 、住 宅 新 築 の た め の 所 有 権 移 転 で 、

１ 筆 、 ４ １ ９ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 借 家 に て 暮 ら し て い

る 。 現 在 の 住 ま い が 手 狭 に な っ て き た こ と か ら 、 住 宅 の 建 築

を 計 画 し た 。 そ こ で 、 現 住 所 に 近 い 申 請 地 が 適 地 と 考 え 、 売

買 に て 取 得 し 、 住 宅 建 築 を 行 う と の 申 請 で あ る 。 農 地 区 分 に

つ い て は 、 第 １ 種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る が 、 集 落 に 接 続 し

た 住 宅 建 築 で あ る た め 不 許 可 の 例 外 に 該 当 す る と 考 え ら れ る 。

排 水 に つ い て は 、 道 路 管 理 者 の 同 意 を 得 て 、 合 併 浄 化 槽 を 経

て 道 路 側 溝 へ 放 流 す る 計 画 で あ る 。 雨 水 に つ い て は 、 敷 地 内

に 浸 透 枡 を 設 置 す る 計 画 で あ る 。  

整 理 番 号 ６ 番 に つ い て は 、住 宅 新 築 の た め の 所 有 権 移 転 で 、



 

 

１ 筆 、 ３ ５ ５ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 借 家 に て 暮 ら し て い

る 。 現 在 の 住 ま い が 手 狭 に な っ て き た こ と か ら 、 住 宅 の 建 築

を 計 画 し た 。 そ こ で 、 現 住 所 に 近 い 申 請 地 が 適 地 と 考 え 、 売

買 に て 取 得 し 、 住 宅 建 築 を 行 う と の 申 請 で あ る 。 農 地 区 分 に

つ い て は 、第 ２ 種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る 。排 水 に つ い て は 、

水 路 管 理 者 の 同 意 を 得 て 、 合 併 浄 化 槽 を 経 て 水 路 へ 放 流 す る

計 画 で あ る 。 雨 水 に つ い て は 、 敷 地 内 に 浸 透 枡 を 設 置 す る 計

画 で あ る 。  

整 理 番 号 ７ 番 に つ い て は 、住 宅 新 築 の た め の 所 有 権 移 転 で 、

１ 筆 、 ２ ０ ０ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 借 家 に て 暮 ら し て い

る 。 現 在 の 住 ま い が 手 狭 に な っ て き た こ と か ら 、 住 宅 の 建 築

を 計 画 し た 。 そ こ で 、 実 家 に 近 い 申 請 地 が 適 地 と 考 え 、 売 買

に て 取 得 し 、 住 宅 建 築 を 行 う と の 申 請 で あ る 。 農 地 区 分 に つ

い て は 、 第 ２ 種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る 。 排 水 に つ い て は 、

下 水 管 理 者 の 同 意 を 得 て 、公 共 下 水 道 へ 放 流 す る 計 画 で あ る 。

雨 水 に つ い て は 、 敷 地 内 に 浸 透 枡 を 設 置 す る 計 画 で あ る 。  

整 理 番 号 ８ 番 に つ い て は 、住 宅 新 築 の た め の 所 有 権 移 転 で 、

２ 筆 、 ３ ５ ３ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 借 家 に て 暮 ら し て い

る 。 現 在 の 住 ま い が 手 狭 に な っ て き た こ と か ら 、 住 宅 の 建 築

を 計 画 し た 。 そ こ で 、 勤 務 先 に 近 い 申 請 地 が 適 地 と 考 え 、 売

買 に て 取 得 し 、 住 宅 建 築 を 行 う と の 申 請 で あ る 。 農 地 区 分 に

つ い て は 、第 ２ 種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る 。排 水 に つ い て は 、

下 水 管 理 者 の 同 意 を 得 て 、公 共 下 水 道 へ 放 流 す る 計 画 で あ る 。

雨 水 に つ い て は 、 敷 地 内 に 浸 透 枡 を 設 置 す る 計 画 で あ る 。  



 

 

整 理 番 号 ９ 番 に つ い て は 、住 宅 新 築 の た め の 所 有 権 移 転 で 、

１ 筆 、 ３ ９ ８ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 借 家 に て 暮 ら し て い

る 。 現 在 の 住 ま い が 手 狭 に な っ て き た こ と か ら 、 住 宅 の 建 築

を 計 画 し た 。 そ こ で 、 妻 の 実 家 に 近 い 申 請 地 が 適 地 と 考 え 、

売 買 に て 取 得 し 、 住 宅 建 築 を 行 う と の 申 請 で あ る 。 農 地 区 分

に つ い て は 、 第 ２ 種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る 。 排 水 に つ い て

は 、 道 路 管 理 者 の 同 意 を 得 て 、 合 併 浄 化 槽 を 経 て 道 路 側 溝 へ

放 流 す る 計 画 で あ る 。 雨 水 に つ い て は 、 敷 地 内 に 浸 透 枡 を 設

置 す る 計 画 で あ る 。  

整 理 番 号 １ ０ 番 に つ い て は 、 住 宅 新 築 の た め の 所 有 権 移 転

で 、 ２ 筆 、 ２ ８ １ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 借 家 に て 暮 ら し

て い る 。 現 在 の 住 ま い が 手 狭 に な っ て き た こ と か ら 、 住 宅 の

建 築 を 計 画 し た 。そ こ で 、現 住 所 に 近 い 申 請 地 が 適 地 と 考 え 、

売 買 に て 取 得 し 、 住 宅 建 築 を 行 う と の 申 請 で あ る 。 農 地 区 分

に つ い て は 、 第 ２ 種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る 。 排 水 に つ い て

は 、 道 路 管 理 者 の 同 意 を 得 て 、 合 併 浄 化 槽 を 経 て 道 路 側 溝 へ

放 流 す る 計 画 で あ る 。 雨 水 に つ い て は 、 敷 地 内 に 浸 透 枡 を 設

置 す る 計 画 で あ る 。  

整 理 番 号 １ １ 番 に つ い て は 、 住 宅 新 築 の た め の 所 有 権 移 転

で 、 ３ 筆 、 ３ ２ ２ ． ５ ３ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 借 家 に て

暮 ら し て い る 。 現 在 の 住 ま い が 手 狭 に な っ て き た こ と か ら 、

住 宅 の 建 築 を 計 画 し た 。 そ こ で 、 現 住 所 に 近 い 申 請 地 が 適 地

と 考 え 、 売 買 に て 取 得 し 、 住 宅 建 築 を 行 う と の 申 請 で あ る 。

農 地 区 分 に つ い て は 、 第 ２ 種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る 。 排 水



 

 

に つ い て は 、 下 水 管 理 者 の 同 意 を 得 て 、 公 共 下 水 道 へ 放 流 す

る 計 画 で あ る 。 雨 水 に つ い て は 、 敷 地 内 に 浸 透 枡 を 設 置 す る

計 画 で あ る 。  

整 理 番 号 １ ２ 番 に つ い て は 、 駐 車 場 に 使 用 の た め の 所 有 権

移 転 で 、 １ 筆 、 ２ １ ３ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 平 成 ２ ５ 年

９ 月 に 合 同 会 社 を 設 立 さ れ 、 土 木 工 事 業 を 主 な 業 務 と し て い

る 。 事 業 実 績 が 好 調 な こ と に 伴 い 、 従 業 員 を 増 員 す る た め 新

た な 駐 車 を 必 要 と し て い た と こ ろ 、申 請 地 が 見 つ か っ た た め 、

売 買 に て 取 得 し 、 駐 車 場 と し て 使 用 し た い と の 申 請 で あ る 。

農 地 区 分 に つ い て は 、 第 ２ 種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る 。 雨 水

に つ い て は 、 敷 地 内 に て 自 然 浸 透 さ せ る 計 画 で あ る 。  

整 理 番 号 １ ３ 番 に つ い て は 、 住 宅 新 築 の た め の 所 有 権 移 転

で 、 ２ 筆 、 ２ ０ ２ ． ２ ８ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 借 家 に て

暮 ら し て い る 。 現 在 の 住 ま い が 手 狭 に な っ て き た こ と か ら 、

住 宅 の 建 築 を 計 画 し た 。 そ こ で 、 妻 の 実 家 に 近 い 申 請 地 が 適

地 と 考 え 、売 買 に て 取 得 し 、住 宅 建 築 を 行 う と の 申 請 で あ る 。

農 地 区 分 に つ い て は 、 第 ２ 種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る 。 排 水

に つ い て は 、 下 水 管 理 者 の 同 意 を 得 て 、 公 共 下 水 道 へ 放 流 す

る 計 画 で あ る 。 雨 水 に つ い て は 、 敷 地 内 に 浸 透 枡 を 設 置 す る

計 画 で あ る 。  

整 理 番 号 １ ４ 番 に つ い て は 、 住 宅 新 築 の た め の 所 有 権 移 転

で 、 １ 筆 、 ４ ９ ４ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 は 実 家 に て 暮 ら し

て い る 。 現 在 の 住 ま い が 手 狭 に な っ て き た こ と か ら 、 住 宅 の

建 築 を 計 画 し た 。そ こ で 、勤 務 先 に 近 い 申 請 地 が 適 地 と 考 え 、



 

 

売 買 に て 取 得 し 、 住 宅 建 築 を 行 う と の 申 請 で あ る 。 農 地 区 分

に つ い て は 、 第 ２ 種 農 地 で あ る と 考 え ら れ る 。 排 水 に つ い て

は 、 下 水 管 理 者 の 同 意 を 得 て 、 公 共 下 水 道 へ 放 流 す る 計 画 で

あ る 。 雨 水 に つ い て は 、 敷 地 内 に 浸 透 枡 を 設 置 す る 計 画 で あ

る 。  

整 理 番 号 １ ５ 番 に つ い て は 、 住 宅 新 築 の た め の 所 有 権 移 転

で 、 １ 筆 、 ３ ２ ６ ㎡ の 申 請 で あ る 。 譲 受 人 で あ る 夫 は 借 家 、

譲 受 人 で あ る 妻 は 実 家 に て 暮 ら し て い る 。 令 和 ６ 年 ７ 月 に 結

婚 し た こ と を 機 に 、 住 宅 の 建 築 を 計 画 し た 。 そ こ で 、 勤 務 先

に 近 い 申 請 地 が 適 地 と 考 え 、 売 買 に て 取 得 し 、 住 宅 建 築 を 行

う と の 申 請 で あ る 。 農 地 区 分 に つ い て は 、 第 １ 種 農 地 で あ る

と 考 え ら れ る が 、 集 落 に 接 続 し た 住 宅 建 築 で あ る た め 不 許 可

の 例 外 に 該 当 す る と 考 え ら れ る 。 排 水 に つ い て は 、 下 水 管 理

者 の 同 意 を 得 て 、 公 共 下 水 道 へ 放 流 す る 計 画 で あ る 。 雨 水 に

つ い て は 、 敷 地 内 に 浸 透 枡 を 設 置 す る 計 画 で あ る 。  

以 上 の こ と か ら 、 整 理 番 号 ４ 番 を 除 く 、 整 理 番 号 １ 番 か ら

１ ５ 番 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 立 地 基 準 と 一 般 基 準 と し て 許 可

で き な い 場 合 が 規 定 さ れ た 農 地 法 第 ５ 条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し

な い た め 、 総 合 意 見 と し て 県 へ 許 可 相 当 で あ る と の 意 見 を 付

す こ と で よ ろ し い か 、 お 伺 い す る 。」 と の 説 明 を 行 な っ た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 意 見 が な か っ た た め 、 整 理 番 号 ４ 番 を 除 く 、 整 理

番 号 １ 番 か ら １ ５ 番 に つ い て 農 地 転 用 に 関 す る 許 可 基 準 か ら

み た 意 見 に つ い て は 、 農 地 法 第 ５ 条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し な い



 

 

た め 、 総 合 意 見 と し て 許 可 相 当 と 意 見 を 付 す こ と で 、 採 決 に

入 る 旨 を 告 げ 賛 成 の 者 の 挙 手 を 求 め た 。  

議 長 は 、 全 員 の 賛 成 が 得 ら れ た た め 、 議 案 第 ４ 号 に つ い て

総 合 意 見 と し て 許 可 相 当 意 見 を 付 す こ と に 決 定 す る 。  



 

１３ 閉 会 

   議長 渋谷 武 は議案の審議がすべて完了したため、第４９１回川越市農業委

員会総会の閉会を宣言し、一同散会する。 

 

１４ 署 名 

   この議事録が正当であることを証明するため、下記に署名捺印をする。 

 

令和６年１１月１１日 

 

議 長   渋谷 武 

委 員   小嶋 光一 

委 員   武藤 康則 

委 員   新井 計男 
 

 

 


